
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

定

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

転

車

港

湾

課

の

処

分

○

指

定

確

認

検

査

機

関

の

指

定

建

築

指

導

課

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

数

及

び

三

分

の

一

の

数

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

職

員

安

全

衛

生

管

理

規

程

教

育

委

員

会

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和２年９月８日 第１２２２６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
津
山

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
河
原
町
二
八

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ケ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
津
山

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
河
原
町
二
八

一

－

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
二
年
八
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
〇
一
六
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

令和２年９月８日　岡山県公報　第１２２２６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

。

「

」

。
）

、

、

号

以
下

条
例

と
い
う

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は

そ
の
効
力
を
失
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

四

メ
チ
ル

フ
ェ
ニ
ル

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン

オ

－
－

－
－

－
－

－
－

－

一

二

一

一

ン
（
通
称
名
α

Ｐ
ｉ
Ｈ
Ｐ
、
α

Ｐ
Ｈ
ｉ
Ｐ
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

２

Ｎ

｛
一

［
二

（
フ
ラ
ン

二

イ
ル
）
エ
チ
ル
］
ピ
ぺ
リ
ジ
ン

四

イ
ル
｝

Ｎ

－
－

－
－

－
－

－
－

（

、

－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド

通
称
名
Ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ

Ｆ
Ｕ
Ｅ
Ｆ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

二

（
二
・
五

ジ
メ
ト
キ
シ

四

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）

二

メ
ト
キ
シ
エ
タ
ン
ア
ミ

－
－

－
－

－
－

ン
（
通
称
名
Ｂ
Ｏ
Ｄ
、
β

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｘ
Ｙ

二
Ｃ

Ｄ
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

－

－
－

－
－

－
－

－
－

４

Ｎ

フ
ェ
ニ
ル

Ｎ

［
一

（
二

フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン

四

イ
ル
］

二

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
（
通
称
名
Ｉ
ｓ
ｏ
ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｒ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
）
及

－び
そ
の
塩
類

５

［
一

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ド
ー
ル

三

イ
ル

（
四

メ
ト
キ

－
－

－
－

－
－

］

シ
ナ
フ
タ
レ
ン

一

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
（
通
称
名
Ｃ
Ｈ
Ｍ

〇
八
一
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

－

二

指
定
の
失
効
の
理
由

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め

三

失
効
年
月
日

令
和
二
年
九
月
五
日

令和２年９月８日　岡山県公報　第１２２２６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

九
蟠
加
入
区

令和２年９月８日　岡山県公報　第１２２２６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
転
車

。

の
処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
転
車
の
車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色
、
数
量
並
び
に
自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色

数
量

自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

二
六
イ
ン
チ

青

一
台

五
四
六
三
九

二
六
イ
ン
チ

青

三
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

黒

十
三
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

三
〇

〇
三
〇
二

二
六
イ
ン
チ

赤

三
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

紫

一
台

京
都
〇
九
一
〇
三
五
七
一
一
六

二
六
イ
ン
チ

紫

一
台

九
八
五
二
七

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

二
四
六
〇
四

二
六
イ
ン
チ

白

一
台

九
四
六
六
五

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

令
和
二
年
六
月
十
六
日

三

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

玉
野
市
築
港
一
丁
目
地
先

宇
野
港
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
北
県
駐
輪
場

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
転
車
を
処
分
す

る
。

五

担
当
部
課
名
及
び
連
絡
先

岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
宇
野
港
管
理
事
務
所

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
八
番
九
号

電
話
番
号

〇
八
六
三

三
一

三
二
一
一

－
－

令和２年９月８日　岡山県公報　第１２２２６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
指
定
確
認
検
査
機
関
と
し
て
次
の
者
を
指
定
す
る
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
番
号

岡
山
県
知
事
第
一
号

二

名
称

岡
山
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

三

住
所

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
表
町
三
丁
目
一
七
番
二
四
号

四

指
定
の
区
分

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十

一
年
建
設
省
令
第
十
三
号
）
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
区
分

五

業
務
区
域

岡
山
県
の
全
域

六

確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
北
長
瀬
表
町
三
丁
目
一
七
番
二
四
号

七

指
定
を
し
た
日

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

八

指
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
五
年
間

令和２年９月８日　岡山県公報　第１２２２６号



〔
四
〇
七
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

映
像
作
家
支
援
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

京
兼

顕
、
大
西

貴
也

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
京
山
一
丁
目
一
三
番
七
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
市
民
に
対
し
て
、
映
像
制
作
に
関
す
る
講
座
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
創

作
活
動
支
援
事
業
を
行
い
、
制
作
し
た
映
像
を
見
た
人
が
地
域
に
興
味
・
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
で
、

地
域
の
観
光
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

令和２年９月８日　岡山県公報　第１２２２６号



〔
四
〇
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
早
島
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

早
島
町

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

令
和
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
同
年

十
二
月
二
十
八
日
ま
で

令和２年９月８日　岡山県公報　第１２２２６号



〔
四
〇
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
市
全
域

公
共
測
量
（
地
図
作
成
業
務
）

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

令和２年９月８日　岡山県公報　第１２２２６号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
五
五
六

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

）

定
す
る
場
合
を
除
く

）

二
九
七
、
二
一
九

。

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）選

挙

区

数

選

挙

区

数

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡

八
四
、
二
六
四

高

梁

市

八
、
四
六
五
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岡

山

市

中

区

四
〇
、
二
一
〇

新

見

市

八
、
三
〇
九

岡

山

市

東

区

二
六
、
四
三
二

備

前

市

・

和

気

郡

一
三
、
七
七
九

岡

山

市

南

区

四
六
、
四
六
三

瀬

戸

内

市

一
〇
、
四
九
〇

倉

敷

市

・

都

窪

郡

一
三
四
、
三
八
五

赤

磐

市

一
二
、
一
六
一

津
山
市
・
苫
田
郡
・

三
六
、
〇
八
七

真

庭

市

・

真

庭

郡

一
二
、
九
二
四

勝

田

郡

玉

野

市

一
六
、
八
九
一

美

作

市

・

英

田

郡

八
、
一
八
九

笠

岡

市

一
三
、
六
七
四

浅

口

市

・

浅

口

郡

一
二
、
八
〇
一

井

原

市

・

小

田

郡

一
五
、
二
七
五

久

米

郡

五
、
三
六
九

総

社

市

一
八
、
七
〇
四
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

岡
山
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
六
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
九
月
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
教
育
事
務
所
及
び
教
育
機
関
」
を
「
、

教
育
事
務
所
等
及
び
学
校
給
食
調
理
場
」
に

「
次
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に

「
一
名
を
置
く
」

、

、

を
「
を
置
く
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
医
の
職
務
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
県
立
学
校
に
」
を
「
産
業
医
を
置
か
な
い
県
立
学
校
に
、
職
員
の
健
康
管
理
の

た
め

」
に

「
一
名
を
置
く
」
を
「
を
置
く
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
学
校
保
健

、

、

（

）

」

安
全
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号

第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
医
の
う
ち
か
ら

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
職
務
」
を
「
職
務
等
に
関
し
必
要
な
事
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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